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〇 学校法人を取り巻く状況（基礎データ）
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私立大学の経営状況について

日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（令和３年度版）」より作成

地方中小私大の収支状況は約４割が赤字傾向

私大の48％が入学定員未充足 （19％が充足率80%未満）（日本私立学校振興・共済事業団
「令和4（2022）年度私立大学・短期大学等入学志願動向」より作成）

※ は事業活動収支差額比率がマイナスの割合で（ ）は前年度の割合
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※ 出典：日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政（令和３年度版）」
※ 事業活動収支計算書（608校）の集計
※ 単位未満四捨五入の関係で、パーセント及び合計が一致しない場合がある。

私立大学の収支状況（令和２年度）

●事業活動収入とは
事業活動収入とは、学生生徒等納付金、寄付金、補助金等の学校法人の負債とならない収入のことで、借入金等は
含まない。
●基本金とは
国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では、校地・校舎等の新たな取得や高度化、設備の維持
・向上等教育研究の充実に必要な資産相当額を資本 （基本金）として事業活動収入の中からあらかじめ確保しなけ
ればならない。

※教育活動外収入…受取利息・配当金、収益事業等の収入
※特別収入…資産売却差額等の収入

●事業活動支出とは
事業活動支出とは、人件費、教育研究経費等の支出（減価償却費、退職給与引当金繰入額等現金支

出を伴わないものを含む）。

学生生徒等納付金
27,643億円

76.8%
手数料

931億円
2.6%

補助金
3,903億円

10.8%

寄付金
710億円
2.0%

付随事業収入
901億円
2.5%

教育活動外収入
420億円
1.2%

特別収入
509億円
1.4%

雑収入
985億円
2.7%

事業活動収入
3兆6,002億円
基本金組入額
3,007億円

人件費
18,220億円

52.7%

教育研究経費
13,566億円

39.2%

管理経費
2,284億円

6.6%

その他の支出
514億円
1.5%

事業活動支出
3兆4,583億円

（奨学費）

（2,360億円）
（ 6.8% ）

3



私立大学・短期大学・高等学校の収支状況（経年の推移）

○
高
等
学
校
の
収
支
状
況

○
大
学
の
収
支
状
況

（単位：
億円）

○ 事業活動収支差額比率（帰属収支差額比率）とは、学校法人の負債とならない収入である事業活動収入（帰属収入）から事業活動支出（消費支出）を差し引いた差額（基本金組入前当年度収支差
額（帰属収支差額））が 収入全体の何％に当たるかを見る比率である。
（※）出資（株式）の概念がなく、また、国公立学校のように施設が公費で賄われていない学校法人では、校地・校舎等の新たな取得や高度化、設備の向上など教育研究の充実に必要な資産相当額を資本（基本
金）として事業活動収入（帰属収入）の中からあらかじめ確保しなければならないため、 基本金組入れ相当の基本金組入前当年度収支差額（帰属収支差額）が必要になる。

出典：日本私立学校振興・共済事業団「今日の私学財政」

○
短
期
大
学
の
収
支
状
況

23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

592 588 591 592 596 590 595 592 599 608
事業活動収入

（H26以前は帰属収入）
ｂ 33,599 32,946 33,156 33,234 33,540 33,654 34,314 34,674 34,986 36,002

事業活動支出
（H26以前は消費支出）

ｃ 32,097 30,921 31,371 31,450 32,371 32,544 33,073 33,448 33,795 34,583
基本金組入前当年度収支差額

（H26以前は帰属収支差額）
ｄ＝ｂ－ｃ 1,502 2,025 1,785 1,784 1,169 1,110 1,241 1,226 1,190 1,418

事業活動収支差額比率
（H26以前は帰属収支差額比率）

ｅ＝ｄ÷ｂ 4.5% 6.1% 5.4% 5.4% 3.5% 3.3% 3.6% 3.5% 3.4% 3.9%

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

250 208 215 219 243 233 235 215 222 191

割合 ｇ＝ｆ÷ａ 42.2% 35.4% 36.4% 37.0% 40.8% 39.5% 39.5% 36.3% 37.1% 31.4%

年　　度

集計学校数 ａ

基本金組入前当年度収支差
額（H26以前は帰属収支差
額）がマイナスの学校数

ｆ

23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

353 335 337 333 324 321 317 310 299 298
事業活動収入

（H26以前は帰属収入）
ｂ 2,200 1,940 1,961 1,941 1,875 1,838 1,745 1,671 1,497 1,552

事業活動支出
（H26以前は消費支出）

ｃ 2,147 1,985 1,996 1,939 1,934 1,842 1,806 1,753 1,634 1,670
基本金組入前当年度収支差額

（H26以前は帰属収支差額）
ｄ＝ｂ－ｃ 53 ▲ 45 ▲ 35 2 ▲ 59 ▲ 5 ▲ 61 ▲ 82 ▲ 138 ▲ 119

事業活動収支差額比率
（H26以前は帰属収支差額比率）

ｅ＝ｄ÷ｂ 2.4% ▲2.3% ▲1.8% 0.1% ▲3.2% ▲0.3% ▲3.5% ▲4.9% ▲9.2% ▲7.7%

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

193 189 170 187 184 174 191 196 205 206

割合 ｇ＝ｆ÷ａ 54.7% 56.4% 50.4% 56.2% 56.8% 54.2% 60.3% 63.2% 68.6% 69.1%

年　　度

集計学校数 ａ

基本金組入前当年度収支差
額（H26以前は帰属収支差
額）がマイナスの学校数

ｆ

23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

1,263 1,266 1,286 1,288 730 1,310 1,301 1,289 1,283 1,287
事業活動収入

（H27以前は帰属収入）
ｂ 10,087 10,173 10,384 10,848 5,833 11,092 11,053 10,985 10,887 11,067

事業活動支出
（H27以前は消費支出）

ｃ 9,953 9,899 10,109 10,294 5,381 10,637 10,727 10,672 10,773 10,664
基本金組入前当年度収支差額

（H27以前は帰属収支差額）
ｄ＝ｂ－ｃ 134 274 275 554 452 455 326 313 114 403

事業活動収支差額比率
（H27以前は帰属収支差額比率）

ｅ＝ｄ÷ｂ 1.3% 2.7% 2.6% 5.1% 7.7% 4.1% 2.9% 2.8% 1.0% 3.6%

校 校 校 校 校 校 校 校 校 校

599 546 553 521 544/1,290 530 582 586 627 542

割合 ｇ＝ｆ÷ａ 47.4% 43.1% 43.0% 40.5% 42.2% 40.5% 44.7% 45.5% 48.9% 42.1%

年　　度

集計学校数

基本金組入前当年度収支差
額（H27以前は帰属収支差
額）がマイナスの学校数

ａ

ｆ

（注２）

（注１）

（注２）
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私立大学における規模別の入学定員、入学者数 （令和４年度）

日本私立学校振興・共済事業団「私立大学・短期大学等 入学志願動向」より作成
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5,260

▲332

R4入学者数 (502,199) －R4入学定員 (498,019)  = 4,180

▲2,146
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▲944
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▲220
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〇 学校法人会計基準等
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学校法人会計基準の位置付け

■文部科学省令であり、私立学校振興助成法第14条1項で求められる計算書類を作成する際の「文部科学
大臣の定める基準」のこと。

学校法人会計基準制定の経緯

昭和45年 私立大学等経常費補助金 創設

昭和46年 学校法人会計基準 制定

昭和51年 私立学校振興助成法 施行
補助金の適正な配分と効果のために、学校法人
の会計の標準化を図るため。

「～（略）～補助金の交付を受ける学校法人は、文
部科学大臣の定める基準（＝学校法人会計基準）に
従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書そ
の他の財務計算に関する書類を作成しなければなら
ない。」
（私立学校振興助成法 第１４条第１項から抜粋）

昭和45年以前 私立学校の経理において統一的な基準なし。 私立学校の教育条件の維持及び向上・学生等の
経済的負担の軽減を図り、私立学校の経営の健
全性を高めるため。

施行以来４０年以上
私学を取り巻く経営環境の変化

平成２０年～ 「学校法人会計基準の諸課題に関する検討会」において議論

平成２５年 学校法人会計基準の一部を改正する省令 公布

平成２７年 上記 新会計基準 施行（都道府県知事所轄法人は平成２８年度から適用）

学校法人の経営状態を分かりやすく
経営判断に活用できる 会計基準が必要

「学校法人会計基準の在り
方について」の報告書（平

成25年1月）に基づき改正

学校法人会計基準
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学校法人は、学校教育を安定的に継続していくことが前提である。

学校法人は、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持しなけ
ればならない。そのために必要な金額を事業活動収入から留保したものが
基本金である。

第1号基本金：教育に供される固定資産の維持取得に係る基本金

第2号基本金：将来取得計画のある固定資産の取得資金に係る基本金

第3号基本金：基金として継続的に保持・運用する基本金

第4号基本金：必要な運転資金維持に係る基本金

事業活動収支計算において、基本金は、最優先で組入れなければならない。

学校法人会計基準における基本金の考え方

8



◎学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)

第二節 基本金
（基本金）
第二十九条 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活
動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。
（基本金への組入れ）
第三十条 学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。
一 学校法人が設立当初に取得した固定資産（法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあつては、
同条第三項の規定による特別の会計を設けた際に有していた固定資産）で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校（専
修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。）の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充
実向上のために取得した固定資産の価額
二 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に
充てる金銭その他の資産の額
三 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額
四 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額
２ （略）
３ （略）

学校法人会計基準等（基本金関係部分）①
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◎学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)

（基本金の取崩し）
第三十一条 学校法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことがで
きる。
一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合 その廃止した諸活動に係る基本金への組入額
二 その経営の合理化により前条第一項第一号に規定する固定資産を有する必要がなくなつた場合 その固定資産の価額
三 前条第一項第二号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなつた場合 その金銭そ
の他の資産の額
四 その他やむを得ない事由がある場合 その事由に係る基本金への組入額

◎学校法人会計基準第３０条第１項第４号に規定する恒常的に保持すべき資金の額について
(昭和６２年８月３１日文部大臣裁定（平成２５年９月２日最終改正）)

１．学校法人が学校法人会計基準第３０条第１項第４号の規定に基づき、恒常的に保持すべき資金の額は、前年度の事業活動収
支計算書における教育活動収支の人件費（退職給与引当金繰入額及び退職金を除く。）、教育研究経費（減価償却額を除
く。）、管理経費（減価償却額を除く。）及び教育活動外収支の借入金等利息の決算額の合計を１２で除した額（１００万円
未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てることができる。）とする。
なお、本項により計算した額（以下「計算額」という。）が前年度の保持すべき資金の額を下回るときは、その差額を取崩し
の対象としなければならない。

学校法人会計基準等（基本金関係部分）②

10



通常の経営状態の法人では、経常的な本業の教育活動の収支
である「教育活動収支」がプラスで「経常収支」もプラス、

または「教育活動収支」はマイナスだが、大きな運用ファン
ドを持っているため「教育外収支」が大幅なプラスになり、
「経常収支」はプラスになる法人もある。

逆に「教育活動収支」はプラスだが、借入金利息の負担が大
きく「教育活動外収支」が大幅なマイナスになり、経常収支
がマイナスになる法人もある。

また、当年度の収支バランスの改善又は悪化の原因が、経常
的なものではなく、その年度かぎりの臨時的な要素によるも
のであるかもわかる。

区 分 内 容 主な収入・
支出科目

①教育活動収支差
額

経常的な収支のうち、
本業の教育活動の収
支状況を見ることが
できる。

学生生徒等納付金、
補助金、寄付金、
人件費、教育研究
経費、管理経費

②教育活動外収支
差額

経常的な収支のうち、
財務活動による収支
状況を見ることがで
きる。

受取利息・配当金、
借入金等利息

③ = ① ＋ ②
経常収支差額

経常的な収支バラン
スを見ることができ
る。

－

④特別収支差額
（臨時的収支）

資産売却や処分等の
臨時的な収支を見る
ことができる。

施設設備補助金、
デリバディブ解約
損

⑤ = ③ ＋ ④
基本金組入前
当年度収支差額

毎年度の収支バラン
スを見ることができ
る。
（旧会計基準では、
帰属収支差額と呼ば
れていた差額）

－

区 分 通常
Ａ

通常
Ｂ

困難
Ａ

困難
Ｂ

教育活動収支差額 ＋ － － ＋

教育活動外収支差額 ＋ ＋ ＋ －

経常収支差額 ＋ ＋ － －

計算書類の分析と監査のポイント（「令和４年度学校法人監事研修会」資料より）
収支差額の分析
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基本金組入前当年度収支差額

事業活動収入

【事業活動収支計算書の関係比率】

「経営状況はどうか」の視点から、プラスが大きいほど自己資金が充実し、財政面
での将来的な余裕につながる。

① 事業活動収支差額比率 ・・・・

② 人件費比率 ・・・・・・・・
人件費

経常収入

人件費は学校の最大の支出要素であり、この比率が適正水準を超えると収支悪化の要因とな
る。

R２全国平均 （大学）5.2 % （短大） △0.5 %

R２全国平均 （大学）51.8 % （短大）61.9 %

※平均値は医歯系法人を除く大学法人 及び 短大法人
（出典）令和3年度版今日の私学財政 大学・短期大学編（日本私立学校振興・共済事業団）

計算書類の分析と監査のポイント（「令和４年度学校法人監事研修会」資料より）
比率による分析①
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【事業活動収支計算書の関係比率】

学生生徒等納付金

経 常 収 入

事業活動収入のなかで最大の割合を占めている重要な自己財源であることから、こ
の比率が安定的に推移することが望ましい。

③ 学生生徒等納付金比率 ・・・・

④ 経常収支差額比率 ・・・・・・
経常収支差額

経 常 収 入

経常的な収支バランスを示す。この比率がプラスが大きいほど経常的な収支は安定している
ことを示す。

R２全国平均 （大学）74.4 % （短大）57.9 %

R２全国平均 （大学）4.6 % （短大）△1.7 %

※平均値は医歯系法人を除く大学法人 及び 短大法人
（出典）令和3年度版今日の私学財政 大学・短期大学編（日本私立学校振興・共済事業団）

計算書類の分析と監査のポイント（「令和４年度学校法人監事研修会」資料より）
比率による分析②
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【貸借対照表の関係比率】

⑤ 運用資産余裕比率 ・・・・
運用資産（※１） － 外部負債（※２）

経 常 支 出

比率が高いほど運用資産の蓄積が良好であり、1.0を超えている場合は、１年間の
学校法人の経常的な支出を賄えるだけの資金を保有していることを示す。

R２全国平均 （大学）2.0 年 （短大）1.8 年

（※１）運用資産 ＝ 特定資産 ＋ 有価証券（固定資産）＋ 有価証券（流動資産）＋ 現金預金

（※２）外部負債 ＝ 借入金 ＋ 学校債 ＋ 未払金 ＋ 手形債務

※平均値は医歯系法人を除く大学法人 及び 短大法人
（出典）令和3年度版今日の私学財政 大学・短期大学編（日本私立学校振興・共済事業団）

計算書類の分析と監査のポイント（「令和４年度学校法人監事研修会」資料より）
比率による分析③
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〇 学校法人への経営指導等
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 教学、人事、施設、財務等に関する事項
について長期的ビジョンを踏まえた計画
策定を義務化

 学部単位での設置者変更を可能とする制
度改善

 合併等を検討する学校法人のマッチング
（私学事業団による経営相談の一環）

 地域連携プラットフォーム構築
 大学等連携推進法人制度の創設

18歳人口減少
グローバル化
産業構造等変化

経営に課題を抱える学校法人に対する取り組み
学校法人の責務の明示
(私学法24条)（Ｒ2(2020).4.1施行）
・自主的な運営基盤の強化
・設置校の教育の質の向上
・運営の透明性の確保

「私立大学等の振興に関する検討会議「議論のまとめ」（Ｈ29(2017).5.15）」
「経済財政運営と改革の基本方針2018（Ｈ30(2018).6.15）」
「中教審「2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）（Ｈ30(2018).11.26）」
・各大学の一層の経営力強化が必要だが、経営困難法人が生ずることは不可
避
・経営指導強化とともに、撤退含む早期の経営判断を促す指導が必要

経営指導の
充実の必要性

学校法人の義務
（私学法25条）
設置校の教育研
究に必要な財産
の保有

 「経営指導強化指標※」を設定し、経営悪化傾向にある学校法人を一定の基準に基づき客観的に把握
※「「運用資産―外部負債」がマイナス」かつ「「経常収支差額」が3か年マイナス」

 学校法人運営調査委員会において、経営指導強化指標を始め定員充足状況等を勘案し、集中的な経営指導を実施する学校法人を決定
 私学事業団の経営相談を必須として経営改善計画（5か年）を策定させ、3～5年を目安に経営改善実績を上げるよう、学校法人運営調査や進
捗報告等を毎年行いながら、集中的な指導・助言を実施
⇒法人による自主的な組織のスリム化（設置校・学部等の募集停止、入学定員縮小等）の実施

 経営改善できず支払不能等のリスクが確認された学校法人に対しては、対応方策を示した上での経営上の判断（募集停止や組織廃止等を含
む）、及び、その方策の方向性の事業報告書等への明記を求める指導通知を発出

 学校法人が事業報告書等へ記した対応方針を、文部科学省が公表する予定

学校法人に対する一体的な
経営支援・指導

経営悪化
教育の質の低下

学校法人

教育研究支出
の減少 収入の減少

学生数の減少

経営力強化に向けた環境整備

経営指導の充実・強化（R元年度～）

学生・保護者等から信頼を得るためにも経営力を一層強化し、継続的・安定的に質の高い高等教育を提供

学校法人の健全な経営の確保を目的に、管理運営
組織やその活動状況、財務状況等を調査し、必要
な指導・助言を実施、改善状況を確認

委員は私立学校関係者、弁護士、公認会計士、マ
スコミ関係者等

特に経営状況が厳しいと認められる一部の学校法
人に対して、経営改善計画の作成及び計画の実施
状況の報告を求め、経営改善の進捗状況を把握

経営改善計画の作成には私学事業団による経営相
談等の活用を勧め、進捗状況の確認は学校法人運
営調査委員によるヒアリング等を活用し、必要な
指導・助言を実施

学校法人運営調査委員制度（S59年度～）

文部科学省

 学校法人の要請に応じ、役員や教職員等からのヒ
アリングや経営上の問題点の分析等を実施し、改
善策をアドバイス

 学校法人がデータや分析資料を活用できるシステ
ムを提供。さらに要望に応じた個別分析データも
作成・提供

 「経営改善のためのハンドブック」作成・提供
（合併等・撤退に関する道筋・手法等も解説）

 学校法人による経営状況の自己分析の一助となる
「経営判断指標」を作成・提供。学校法人の本業
である教育研究活動の収支状況と資産状況に着目
し、支払不能の危険性の程度を段階わけ

経営相談・自己分析の促進

日本私立学校振興・共済事業団

16



17



平成24年3月「私立学校運営の手引き－第1巻－」日本私立学校振興・共済事業団より

定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分（法人全体）
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「学校法人の経営改善等のためのハンドブック」（日本私立学校振興・共済事業団）

学校法人の経営改善等のためのハンドブック《第１次改訂版》の内容

Ⅰ 経営悪化の認識
１ 経営悪化とその兆候の認識
２ 経営悪化を具体的にチェック
３ 関係者が経営悪化にきづくタイミング

Ⅱ 相談
１ 私学事業団
２ 外部相談先の例
３ 相談内容
４ 相談前の準備
５ 相談後の取り組み

Ⅲ 経営状態の分析
１ 定量的な問題点の洗い出し（定量的な環境分析）
２ 定性的な問題点の洗い出し（定性的な環境分析）
３ ＳＷＯＴ分析
４ 分析が困難になった場合

Ⅳ 経営状態の情報共有
１ 情報共有の前の心構え
２ 問題意識共有による効果
３ 情報共有の具体的方法
４ 情報共有のための責任者

Ⅴ 経営改善計画の策定
１ 実施体制
２ 改善戦略
３ 財務シミュレーション作成
４ 計画策定上の注意点

Ⅵ 経営改善計画の実行
１ 実施体制
２ 各改善策のＰＤＣＡ
３ 目標達成が困難な状況での判断

Ⅶ 合併等
１ 学校法人や私立学校における合併等の類型例
２ 合併等までの流れと留意点

Ⅷ 再生（再建）
１ 私的整理（再建型）
２ 民事再生

Ⅸ 撤退
１ 撤退までの流れと留意点
２ 破産手続き

日本私立学校振興・共済事業団では、経営困難に陥る学校法人が増加する予想のもと、経営改善を進める必要のある学校法人が
、取り組みを進めるための参考とできるよう、今後取り組むべき道筋や具体的な手法などをまとめた「学校法人の経営改善等の
ためのハンドブック」を作成、公表。（令和3年1月・作成、公表、令和4年10月・第1次改訂版作成）
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私学経営情報センター（日本私立学校振興・共済事業団）

例えば、「経営相談」のサービスとして以下のような内容を提供。

（パンフレットより）
●学校法人を訪問し、経営改革のキーパーソンとなる役員及び教職員の
方々にヒアリングしながら、解決策を探ります

●学校法人の抱える経営上の問題点について現状分析、問題点の把握
、考えられる対応策を整理してアドバイスをします

●必要に応じて事業団が依頼している専門家（公認会計士、弁護士、社
会保険労務士、教学専門家等）と共同で実施します

●経営改善計画の進捗状況を踏まえ、適時適切な助言等を行います

（略）

日本私立学校振興・共済事業団、私学経営情報センターでは、学校法人の経営改善の支援及び教育条件並びに経営に関す
る情報の収集・提供業務を実施。学校法人に対し、経営相談、財務分析、会計処理などをサービスとして提供。
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〇 過去の対応事例（堀越学園/創造学園大学）
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学校法人堀越学園では、平成16年の創造学園大学の開設、平成18年の高崎医療技術福祉専門学
校の開設以来、定員未充足などにより法人の経営状況が悪化。平成19年12月以降、文部科学省と
して経営や管理運営の改善の指導を継続。
この間、過去の財務計算書類や創造学園大学の設置認可申請時の書類における虚偽記載、経営悪
化に伴う賃金の未払、税金や公共料金等の滞納、学校債の償還未履行や教職員の雇用をめぐる訴
訟など、様々な問題が発生。

→ 文部科学省としては法人の管理運営を改善するよう指導を重ねるとともに、私立大学等経常費
補助金の不交付措置（平成21年3月）や大学等の設置認可に関する寄附行為変更不認可期間の設
定（平成22年10月）といった措置を講じたところ。

→ 状況の改善は見られず、特に平成24年5月以降、法人の理事の地位をめぐる関係者の対立によ
り、法人としての統一した意思決定が困難になるとともに経営状況も急速に悪化。具体的には、
賃金未払となる教職員の拡大や、料金滞納による電力供給の一部停止、さらには、学校法人の本
来業務である大学の授業の一時休講、幼稚園の送迎バスや給食の一時停止といった事態が発生。
文部科学省としては、この間、事態の推移を深刻に受けとめ、学校法人堀越学園に対し現状や今
後の経営方針について示すよう求めてきたが、法人からは外部からの資金援助を得て法人を再建
したいとの意向は示されるものの、具体的な管理運営の改善策、今後の資金計画や債務の返済計
画などは提出されず。また、現在の財務状況や当座の資金繰りについても、資料の提出も具体的
な説明もない状況にあった。

文部科学省ホームページ「堀越学園（群馬県）の在学生と保護者の皆様へ 」から作成

学校法人堀越学園（群馬県）に対する解散命令の手続に至った経緯①
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本来、学校法人は高い公共性を有する学校の運営を継続的、安定的に行う責務を負う。また、そ
の運営に当たっては、それぞれの学校法人が建学の精神に基づき多様な教育を展開できるよう自
主性、自律性が尊重されている。
しかしながら、学校法人堀越学園においては、理事会としてのチェック機能も有効に働かず、理
事の対立により法人としての意思決定すら困難な状況であり、さらには、学校法人として最も重
要な在学生の修学機会を適切に確保するということについても、責任ある真摯な対応が見られな
かった。

→ 文部科学省としては、こうした状況においても法人の運営をこれ以上学校法人堀越学園の自主
性に委ねた場合、①在学生の修学機会が突然失われる事態になりかねず、②学校の運営の継続性
に疑問がある中で新たな学生等の受入れが行われ、将来不利益を被る可能性のある学生等が増え
てしまう、といった事態となることを強く危惧。
このため、文部科学省としては、必要な財産が保有されていないなどの私立学校法の違反が解消
される見込みがなく、また、学生等に予期せぬ不利益が生じかねない状況にあり、時間的猶予も
ないことから、学校法人堀越学園に対する解散命令の手続を開始するに至ったもの。

文部科学省ホームページ「堀越学園（群馬県）の在学生と保護者の皆様へ 」から作成

学校法人堀越学園（群馬県）に対する解散命令の手続に至った経緯②
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1．私立学校法第25条違反
第25条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経
営に必要な財産を有しなければならない。
○ 法人提出の書類に記載されている財産の状況
・法人所有の土地・建物の評価額 約10億円（平成24年4月現在）
・法人の負債額 約45億円（平成23年度末）

○ 不動産登記簿によると法人所有の土地・建物の大部分に抵当権が設定され、一部については差し押さえが行われている。

2．私立学校法第28条違反
第28条 学校法人は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。
○ 法人の資産総額変更登記が平成22年度決算以降なされていない。

3．私立学校法第35条、第40条違反
第35条 学校法人には、役員として、理事五人以上及び監事二人以上を置かなければならない。
第40条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一をこえるものが欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。
○ 平成25年3月1日付けで、監事が2名記載された役員の名簿は提出されたが、私立学校法施行規則第13条に基づく届出で
は、平成23年11月以降監事1名が欠員のままで、欠員が補充された事実が確認できない。

文部科学省ホームページ「堀越学園（群馬県）の在学生と保護者の皆様へ 」より

学校法人堀越学園の法令違反の状況①
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4．私立学校法第47条違反
第47条 学校法人は、毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成しなければなら
ない。

2 学校法人は、前項の書類及び第三十七条第三項第三号の監査報告書（第六十六条第四号において「財産目録等」という。）
を各事務所に備えて置き、当該学校 法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があつた場合には、正
当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
○ 平成25年3月1日付けで、平成23年度財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書が提出されたが、監事の監査報
告書がないこととともに、法人からは計算の根拠となる資料もない上、平成22年度決算からの推測に基づき作成したと説明が
あったことから、適正な計算書類等を作成し、事務所に備え付けることができている状況とは言い難い。

5．労働基準法第24条違反
第24条
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに
準ずるもので厚生労働省令で定める賃金（第八十九条において「臨時の賃金等」という。）については、この限りでない。
○ 法人提出の書類に記載されている賃金の支払いの概況は、大学教員を中心に、平成23年9月～平成25年2月の18ヶ月間未
払い（一部の教職員には、このうち数ヶ月分は支払われている）が続いている。

文部科学省ホームページ「堀越学園（群馬県）の在学生と保護者の皆様へ 」より

学校法人堀越学園の法令違反の状況②
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このたび、大学設置・学校法人審議会は、平成24年10月12日に文部科学大臣から諮問された学校法人堀越学園に対する解散
命令について、妥当とし、その際、在学する学生、生徒及び幼児の修学機会の確保の観点から可能な限りの措置を講ずること
とするとともに、それに必要な期間を考慮し、平成24年度末までに解散を命ずることが適当であるとの答申を行った。
学校法人は、高い公共性を有する学校の運営を継続的かつ安定的に行う責務を負っていることは言うまでもない。また、現行
の学校法人制度においては、それぞれの学校法人が建学の精神に基づき多様な教育を提供できるよう自主性、自律性が尊重さ
れている。
しかしながら、学校法人堀越学園においては、経営上も管理運営上も数多くの問題を抱え、危機的な状況にまで陥っている中
で、文部科学省から再三にわたり改善を求める指導を受けてきたにもかかわらず、改善に向けた責任ある真摯な対応が見られ
ないなど異常な状況が続いている。このことは、いかに自主性、自律性が尊重されているとはいえ、高い公共性が求められて
いる学校法人としてあるまじき姿であり、解散を命ずることによってしか問題の解決が図れないという事態に立ち至ったこと
は、極めて遺憾である。当然のことながら、このような事態を招いた学校法人堀越学園の責任は厳しく問わざるを得ない。
同時に、在学生の修学機会の確保のため、学校法人堀越学園には、転学等に必要な措置をはじめ責任ある対応に総力を挙げて
取り組むよう強く求めたい。
また、転学等の支援については、この際、他の学校におかれては、可能な限り学生等の受入れについて御配慮いただき、関係
諸団体におかれても御協力いただくよう期待したい。国においても、前例にとらわれず、できる限りの支援をしていただくよ
う積極的な対応をお願いしたい。
本事案は、基本的には特定の学校法人が自らの責任で招いた異例のものではあるが、私立学校を取り巻く社会情勢の著しい変
化の中にあっては、高い公共性を有する私立学校を自主的、自律的に運営するという学校法人制度の根幹を揺るがしかねない
要素をはらんでいる。このような観点から、改めて我が国の私立学校制度について、多様な教育研究を展開される各学校設置
者の一層の自覚を期待したい。（略）

平成24年10月25日 大学設置・学校法人審議会 学校法人分科会長 日髙 義博
文部科学省ホームページ「堀越学園（群馬県）の在学生と保護者の皆様へ 」より

学校法人堀越学園の解散命令に関する大学設置・学校法人審議会分科会長コメント（抜粋）
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（転学の手続について）
問1．他の大学に転学する場合、通常、どのような手続が必要になりますか。
○ 他の大学への転入学を希望する場合には、転入先大学から転学受入れの許可を得ることが必要です。そのための条件や手続
は、大学ごとに異なりますので、必ず事前に各大学に確認して下さい。
○ ご参考までに、「一般的な転学の流れ」は、概ね以下の通りとなります。
※各大学や学部学科ごとに出願の要件や手続、必要書類等は異なりますので、必ず事前に確認して下さい。下記はあくまで一般
的なイメージです。

1 転学に必要な書類の準備
・志願票 ・転学願書 ・成績証明書 ・在学証明書 ・高等学校の卒業証明書 ・在留資格証明書（※留学生の場合）
・健康診断書 等

2 転学先大学への出願・申請
3 転学先大学による試験・審査
4 転学先大学からの転学許可（合格発表）
5 転学先大学への単位認定の申請
・単位認定申請書 ・履修科目証明書 ・シラバス 等

6 単位の認定
7 転学（入学）
8 転学先大学への授業料等の支払い

学校法人堀越学園の解散命令に関する転学Q＆A①
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問2．他の大学に転学する場合、同じ学年に転入することは可能ですか。
○ 他の大学に転学する場合、何年次に転入するかについては、転学前の大学における履修状況等を踏まえて、転学先の大学が
判断することになります。必ずしも同じ学年に転入できるわけではありません。

問3．これまでに創造学園大学で修得した単位については、転学先の大学でも修得済みのものとして認められるのでしょうか。
○ 転学先の大学においても、転学前の大学で修得した単位が認められることは制度上は可能となっています。しかしながら、
修得済み単位のどこまでが認められるかは、転学先の大学における教育課程や単位に対する考え方などにより、一概に言うこ
とができません。転学先の大学に、個別にご相談下さい。

問４．大学が廃止された場合、卒業生は学士ではなくなるのでしょうか。また、卒業証明書などの発行は、大学廃止後はどうな
るのでしょうか。
○ 大学が廃止されても、これまで授与された学位について取り消されることはありません。
○ また、廃止された大学の学籍簿については、具体的な取扱い方法は調整中ですが、国において責任を持って検討していくこ
ととしています。

学校法人堀越学園の解散命令に関する転学Q＆A②
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（資格取得課程に在学している場合）
問5．創造学園大学の教育課程の履修を通じて、社会福祉士（または精神保健福祉士、介護福祉士）の資格取得を目指していま
す。転学する場合、教育課程が途切れることになりますが、継続して資格の取得を目指すことができますか。
○ 社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士などの受験資格等を取得する場合には、それぞれの資格について法令等で定めら
れた科目を履修した上で、大学を卒業することが必要になります。
○ 転学した場合には、転学先の大学における資格取得課程において、必要な授業科目を履修することにより、引き続き資格取
得を目指すことは可能です。
○ ただし、転学前の大学で修得済みの単位が、転学先大学でどこまで認められるかは、それぞれの大学の教育課程や授業科目
の相違などを踏まえた上で、最終的に転学先の大学が判断することになりますので、転学した場合における単位認定の考え方
については、予め転学先の大学に確認しておくことが望ましいと言えます。

問6．創造学園大学で高校教員一種免許状（美術）の取得を目指しています。転学する場合、教育課程が途切れることになりま
すが、継続して資格の取得を目指すことができますか。
○ 教員免許状を取得する場合には、教職課程において必要な科目を履修した上で、大学を卒業することが必要です。
○ 転学した場合においても、既に修得した教職課程の科目の単位を、転学先の大学における教職課程の科目の単位として読み
替えることにより、引き続き、教員免許状の取得を目指すことは可能です。
○ ただし、既修得単位をどこまで読み替えるかは、転学先の大学が、自大学の履修方針等に基づいて判断することになり、必
ずしも全ての既修得単位の読み替えが認められるとは限りませんので、予め転学先の大学に確認しておくことが望ましいと言
えます。

（参考）創造学園大学において認定を受けている教職課程 （次ページに続く）

学校法人堀越学園の解散命令に関する転学Q＆A③
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（参考）創造学園大学において認定を受けている教職課程
創造芸術学部音楽学科 中学校教諭一種免許状（音楽） 高等学校教諭一種免許状（音楽）

芸術学科 中学校教諭一種免許状（美術） 高等学校教諭一種免許状（美術）
ソーシャルワーク学部ソーシャルワーク学科 高等学校教諭一種免許状（福祉） 高等学校教諭一種免許状（公民）

（大学評価・学位授与機構、放送大学について）
問７．大学評価・学位授与機構の制度を利用して、学士の学位を得ることは可能ですか。
○ 大学評価・学位授与機構では、高等教育機関において一定の学習を修め、その「まとまりのある学修」の成果をもとに、さ
らに大学の科目等履修生制度などを利用して所定の単位を修得し、かつ機構が行う審査の結果、大学卒業者と同等以上の学力
を有すると認められた方に対して、学士の学位を授与しています。（なお、大学に２年以上在学し、６２単位以上を取得して
いる人が対象となります。）
（参考）
新しい学士への途（平成24年度版）（※独立行政法人大学評価・学位授与機構のウェブサイトへリンク（略））
平成24年度科目等履修生制度の開設大学一覧（※独立行政法人大学評価・学位授与機構のウェブサイトへリンク（略））

○ ただし、対象となる基準や履修に際しての条件等がありますので、制度の詳細については、以下の相談窓口に御相談くださ
い。〔問い合わせ先〕独立行政法人大学評価・学位授与機構学位審査課（略）

学校法人堀越学園の解散命令に関する転学Q＆A④
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問8．放送大学への転入学は可能ですか。
○ 放送大学では転入学として受入れを行います。放送大学は教養学部教養学科を置く通信制の大学です。ただし、在留資格の
関係から留学生を受け入れることはできません。転入学についての情報は、以下の相談窓口に御連絡ください。
〔問い合わせ先〕放送大学学園学務部学生課 入学受付グループ（略）

（授業料・経済的支援について）
問9．転学先の大学に入学金や授業料を支払わなければいけないのですか。
○ 通常は、入学金や授業料の支払いが必要になりますが、大学の判断によって減免措置が設けられている場合もありますので、
事前に各大学にお問い合わせ下さい。
○ なお、転学に際して経済的支援が必要な場合については、下記の質問をご参照下さい。

問10．創造学園大学に在学しながら独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けてきました。今後、転学した場合に
は、引き続き奨学金の貸与を受けることは可能ですか。
○ 転学先の大学において、引き続き貸与を受けることができます。継続手続きを転学先の大学で行ってください。ただし、転
学先の大学での第一種奨学金（無利子奨学金）の貸与期間は、当該大学の修業年限から既に貸与を受けた期間を除いた期間と
なります。
○ 具体的な手続きについては、転学先の大学にお問い合わせください。転学先が未定であるなどの理由により問い合わせ先が
不明の場合は、以下にお問い合わせください。
〔問い合わせ先〕独立行政法人日本学生支援機構奨学金事業部学資貸与課（略）
○ なお、短期大学や専門学校へ入学し直した場合は、奨学金の継続貸与はできませんので、緊急・応急採用制度をご利用くだ
さい。

学校法人堀越学園の解散命令に関する転学Q＆A⑤
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問11．創造学園大学に在学中は、奨学金を受けていませんでした。ただ、転学による経済的負担が大きいため、奨学金を受け
たいと考えています。どのような支援がありますか。
○ 在籍する大学の廃止に伴う転学のため、就学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となっ
た場合には、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金（緊急採用奨学金（無利子）・応急採用奨学金（有利子））の貸与の対
象となります。
○申請手続きは、転学先の大学で行っていただくことになりますが、その際の諸条件は以下のとおりとなっています。

貸与要件：家計支持者の失職、災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加した
ことにより家計が急変し、緊急に奨学金が必要となったと認められ、家計急変の事由が発生してから12ヵ月以内である者。

貸与金額：（緊急採用奨学金）3万円又は5万4千円（私立大・自宅通学の場合。選択制）
（応急採用奨学金）3万円、5万円、8万円、10万円、12万円（大学学部の場合。選択制）

貸与期間：（緊急採用奨学金）転学した月以降で申込者が希望する月～平成24年度末まで（1年毎に継続願を提出することによ
り、修業年限を限度として延長することができます。）

（応急採用奨学金）転学した月以降で修業年限の終期まで （略）

○ 具体的な手続きについては、転学先の大学にお問い合わせください。転学先が未定であるなどの理由により問い合わせ先が
不明の場合は、以下にお問い合わせください。〔問い合わせ先〕独立行政法人日本学生支援機構奨学金事業部学資貸与課（
略）
○留学生の方は、問１２をご参照ください。

学校法人堀越学園の解散命令に関する転学Q＆A⑥
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（留学生について）
問12．「留学」の在留期間が残っているのですが、学校を退学したあとも、このまま日本に残ることは可能でしょうか。
〇 退学後に他の大学等へ転学等せず、在留資格「留学」に該当する活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合
（当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。）、在留資格の取消しの対象となります。詳
しくは下記の連絡先にお問合せ下さい。 〔連絡先〕法務省入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター（略）

問13．他の大学に転学する場合、入国管理関係の手続きは必要ですか。また、短期大学や専門学校に入学する場合はどうなり
ますか。
○ 転学した日から14日以内に、当該事実を地方入国管理官署に届け出る必要があります。
なお、2012年7月8日以前に受けた許可（新規上陸の許可、在留期間更新許可、在留資格変更許可）により、在留資格「留
学」を決定され、在留している場合は届出の必要はありません。
この場合であっても、転学・入学先の大学等から、地方入国管理官署に対し、留学生の受入れの開始の届出を頂くことになり
ます。
詳しくは、下記の連絡先にお問い合わせください。

〔連絡先〕法務省入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター（略）
（参考） 法務省ホームページ 活動機関に関する届出（教授，投資・経営，法律・会計業務，医療，教育，企業内転勤，技能
実習，留学，研修）（※法務省ウェブサイトへリンク（略））

学校法人堀越学園の解散命令に関する転学Q＆A⑦
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問14．大学に通うことは諦めて、就職して引き続き日本に残りたいと考えています。在留資格についてはどうなるのでしょう
か。
○ 日本で就職する場合は、地方入国管理官署において就労資格への在留資格の変更許可を受ける必要があります。なお，就労
資格が認められるためには、一定の要件に適合することが必要ですが、 詳しくは、下記の連絡先にお問合せ下さい。

〔連絡先〕法務省入国管理局外国人在留総合インフォメーションセンター（略）
入国管理局ーインフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター－
（※法務省入国管理局ウェブサイトへリンク（略））

（参考） 法務省ホームページ 在留資格変更許可申請（※法務省ウェブサイトへリンク（略））

問15．他大学に転学した場合、奨学金を受給できますか。
○ 転学後、一定の要件を満たした留学生については、私費外国人留学生学習奨励費が支給される可能性があります。詳しくは、
転学後の大学又は日本学生支援機構にお問い合わせ下さい。

〔連絡先〕独立行政法人日本学生支援機構留学生事業部国際奨学課（略）

文部科学省ホームページ「堀越学園（群馬県）の在学生と保護者の皆様へ 」より作成
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24文科高第634号 平成24年10月26日
各国公私立大学長 殿

文部科学省高等教育局長
板東 久美子

創造学園大学に在学する学生の転学への支援について（依頼）

学校法人堀越学園（群馬県高崎市）については、その運営状況等に鑑みて、文部科学省として、大学設置・学校法人審議会の
答申を踏まえ、平成24年度末までに、私立学校法第62条に基づく解散命令を出すことを予定しており、別紙1（※略）のとお
り、同学校法人に対して、在学する学生等の転学等への適切な対応を求めています。

これに伴い、文部科学省としては、在学生が今後他校での修学を希望する場合、できる限りの支援を行うこととし、同学校法
人が設置する創造学園大学の学生を対象にしたホームページの開設や電話相談窓口の設置、学生に対する経済的支援等の対策
を行っているところです。
つきましては、学生から貴学へ転学希望の申し出等があった場合には、諸事情を御賢察の上、特段の配慮をお願いいたします。
なお、この件に関しては、別途当方から、一般社団法人国立大学協会、一般社団法人公立大学協会、一般社団法人日本私立大
学連盟、日本私立大学協会及び日本私立大学振興協会に対し、別紙2（※略）のとおり依頼していることを申し添えます。

担当：文部科学省高等教育局大学振興課法規係／電話：03(5253)4111(内線2493)

文部科学省ホームページ「堀越学園（群馬県）の在学生と保護者の皆様へ 」より作成

学校法人堀越学園・創造学園大学に在学する学生の転学への支援について（依頼）
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（参考）日本学生支援機構における貸与奨学金の緊急採用・応急採用

【対象課程】
短期大学・大学・大学院・専修学校（専門課程）・高等専門学校
の正規課程（※通信教育課程は対象外）

【要件】
家計急変の事由が発生してから12か月以内の人で、学力・家計基
準を満たすこと。

【Q＆A】
Q 貸与月額はいくらですか。
A 貸与月額は、緊急採用であれば第一種奨学金、応急採用であれば
第二種奨学金と同じです。

Q 申込みから振込開始までどのくらいかかりますか。
A 申込み及び学校からの推薦後、最短で翌月に口座に振り込まれま
す。

Q 現在第一種奨学金の貸与を受けていますが家計が急変したためさ
らに奨学金が必要になりました。緊急採用に申し込めますか。

A 現在第一種奨学金の貸与を受けているため、緊急採用（第一種奨
学金）に申し込むことはできませんが、第一種奨学金と併用して、
応急採用（第二種奨学金）を申し込むことができます。

〇日本学生支援機構では、貸与奨学金について、予期せぬ家計の急変等により、緊急に奨学金が必要となった学生に対し、緊
急採用（無利子）・応急採用（有利子）奨学金制度を設けている。

日本学生支援機構HPより作成36



私立大学等の学長決定及び公私立大学等の学則変更等の届出等につ
いて（通知）
（３文科高第１５３１号 令和４年３月１５日）

７ 学生募集の停止の報告
学生募集の停止については、従前より文部科学省への報告をお

願いしていましたが、引き続き、学内における意思決定後速やかに
報告を行っていただくようお願いします。

① 提出書類 報告書（別紙様式４）
② 提出時期 募集停止を決定したとき。
③ 提出先

ア 大学（法科大学院を除く。） 高等教育企画課大学設置室
イ 短期大学 大学振興課短期大学係
ウ 高等専門学校 専門教育課高等専門学校第一係
エ 法科大学院 専門教育課法科大学院係

「学生募集の停止の報告」に関する通知
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